
Ⅲ　今後の経営状況の見通し（①法適用企業）
（１）収益的収支、資本的収支

（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

１． (A) 2,241 2,124 2,124 2,089 2,053 （2,063）2,079 (2,027)2,116 (2,003)2,120 (2,038)2,121 (1,983)2,121
(1) 2,037 2,010 2,032 2,036 2,020 (2,023)2,036 (1,993)2,073 (1,977)2,076 (2,004)2,078 (1,955)2,078
(2) (B) 20 21 10 8 5 (11)15 (3)13 (4)13 (7)13 (1)13
(3) 184 93 82 45 28 (29)28 (31)30 (22)31 (27)30 (27)30

２． 27 2 2 3 3 (10)3 (2)3 (6)3 (2)3 (3)3
(1) 23

23

(2) 4 2 2 3 3 (10)3 (2)3 (6)3 (2)3 3

(C) 2,268 2,126 2,126 2,092 2,056 (2,073)2,082 (2,029)2,119 (2,009)2,123 (2,040)2,124 (1,986)2,124
１． 1,859 1,811 1,862 1,843 1,833 (1,857)1,889 (1,888)1,873 (1,825)1,886 (1,851)1,894 (1,857)1,895
(1) 281 255 242 245 243 (251)250 (233)226 (179)226 (161)226 (157)226

167 154 144 143 141 (142)144 (127)131 (102)131 (91)131 (88)131

114 101 98 102 102 (109)106 (106)95 (77)95 (70)95 (69)95
(2) 1,132 1,114 1,147 1,136 1,104 (1,102)1,153 (1,151)1,147 (1,132)1,142 (1,170)1,135 (1,175)1,135

61 59 60 63 65 (69)66 (76)66 66 (72)66 (72)66
111 120 153 146 114 (115)135 (128)130 (129)125 (158)120 (157)120

1 1 1 1 1 1 1 1 1 (0)1
959 934 933 926 924 (917)951 (946)950 (936)950 (939)948 (946)948

(3) 446 442 473 462 486 (504)486 (504)500 (514)518 (520)533 (525)534
２． 206 190 168 151 136 124 (89)88 82 (79)78 (75)74
(1) 203 187 165 148 134 (121)122 86 80 76 72

(2) 3 3 3 3 2 (3)2 (3)2 2 (3)2 (3)2
(D) 2,065 2,001 2,030 1,994 1,969 (1,981)2,013 (1,977)1,961 (1,907)1,968 (1,930)1,972 (1,932)1,969

(C)-(D) (E) 203 125 96 98 87 (92)69 (52)158 (102)155 (110)152 (54)155
(F)

(G) 432 （9）0 (5)0
(F)-(G) (H) -432 （-9）0 (-5)0

203 -307 96 98 87 (83)69 (47)158 (102)155 (110)152 (54)155
(I) 562 64 445 503 127 (131)96 (98)154 (140)209 (170)261 (143)316
(J) 1,923 1,924 1,648 1,610 1,627 (1,432)1,257 (1,491)1,216 (1,548)1,214 (1,774)1,139 (1,690)1,195

294 217 194 225 238 (219)240 (268)240 (195)240 (203)240 (185)240
(K) 328 521 364 340 336 (277)340 (373)340 (471)340 (564)340 (418)340

248 442 294 250 249 (188)250 (270)250 (369)250 (462)250 (316)250
(L) -1,595 -1,403 -1,284 -1,270 -1,291 (-1,155)-917 (-1,118)-876 (-1,077)-874 (-1,210)-799 (-1,272)-855

( I )
(A)-(B)

(L)
(A)-(B)

(M)

(A)-(B) (N) 2,221 2,103 2,114 2,081 2,048 (2,052)2,064 (2,024)2,103 (1,999)2,107 (2,031)2,108 (1,982)2,108
((M)／(N)×100)資 金 不 足 比 率

×100
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（単位：百万円，％）

年　　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

１． 80 81

２． 6 152 2 2

３．

４． 3 4 4 4 3 （1）4 （1）4 (0)4 (1)4 (1)4

５．

６． 30 50 70 （60）55 (57)50 (28)50 (30)50

７． (1)0

８． 134 101 101 78 51 （33）78 （36）50 (13)50 (13)50 (4)50

９． 13 99 87 110 197 （393）312 （133）80 (117)80 (102)80 (111)80

(A) 186 406 194 274 332 （497）464 （230）189 （187）184 （144）184 （147）184

(B)

(A)-(B) (C) 186 406 194 274 332 （497）464 （230）189 （187）184 （144）184 （147）184

１． 584 703 497 622 636 （682）854 （699）764 (782)766 (539)843 (577)716

6 6 6 15 15 15 15 (14)15 15 15

２． 248 486 404 250 269 （562）563 148 (121)117 125 125

３．

４．

５． 260

(D) 1,092 1,189 901 872 905 （1,244）1,417 （847）912 (903)883 (664)968 (702)841

 (D)-(C) (E) 906 783 707 598 573 （747）953 （617）723 （716）699 （520）784 （555）657

１． 687 450 541 63 355 （677）853 （513）623 (626)599 (420)684 (454)557

２．

３．

４． 219 333 166 535 218 （70）100 (104)100 (90)100 100 (101)100

(F) 906 783 707 598 573 （747）953 （617）723 (716)699 (520)784 (555)657

399 347 81 11 71 （101）71 (101)71 (101)71 (101)71 (101)71

4,427 3,942 3,537 3,367 3,178 （2,616）2,615 2,467 (2,347)2,350 (2,222)2,225 (2,098)2,100

4,427 3,942 3,537 3,367 3,178 （2,616）2,615 2,467 (2,347)2,350 (2,222)2,225 (2,098)2,100

（２）他会計繰入金
年　　　　　度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

区　　　　　分 （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） ( 決 算 見 込 )

10 17 5 5 1 （2）5 （4）5 (1)5 (1)5 (1)5
10 7 5 5 1 （2）5 （4）5 (1)5 (1)5 (1)5

10

10

9 156 6 6 3 （1）4 （1）4 （0）4 （1）4 （1）4
3 6 4 4 3 （1）4 （1）4 （0）4 （1）4 （1）4
6 150 2 2
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（３）経営指標等

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） （ 決 算 ） (決算見込)

資金不足比率 (％) (再掲) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

料金回収率※ (％) 100 102 101 103 103 （103）102 （101）108 （104）107 （104）107 （101）108

総収支比率（法適用） (％) 110 106 105 105 104 （104）103 （102）108 （105）108 （106）108 （103）108

経常収支比率（法適用） (％) 110 106 105 105 104 （105）103 （103）108 （105）108 （106）108 （103）108

営業収支比率（法適用） (％) 121 118 114 114 112 （112）110 （108）113 （110）112 （110）112 （107）112

累積欠損金比率（法適用） (％) (再掲) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

収益的収支比率（法非適用） (％) (再掲) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

(％) (再掲) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(％) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

うち基準内繰入金 (％) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

うち基準外繰入金 (％) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
　うち料金収入に計上すべき繰入等 (％) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

(％) 5 38 3 2 1 (0)1 (0)1 (0)1 1 1

うち基準内繰入金 (％) 2 1 2 1 1 (0)1 (0)1 (0)1 1 1

うち基準外繰入金 (％) 3 37 1 1 0 0 0 0 0 0
　うち赤字補てん的なもの　　　　 (％) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注１　上記の各指標の算出方法については、次のとおりであること。

 　 (1) 資金不足比率（％）

 　　 ア　地方公営企業法適用企業の場合＝地方財政法施行令第19条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　　 イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝地方財政法施行令第20条第１項により算定した資金の不足額／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (2) 総収支比率（％）＝総収益／総費用×１００

 　 (3) 経常収支比率（％）＝経常収益／経常費用×１００

 　 (4) 営業収支比率（％）＝（営業収益－受託工事収益）／（営業費用－受託工事費用）×１００

 　 (5) 累積欠損金比率（％）＝累積欠損金／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (6) 収益的収支比率（％）＝総収益／（総費用＋地方債償還金）×１００

 　 (7) 不良債務比率(又は赤字比率)（％）＝不良債務（又は実質赤字額）／（営業収益－受託工事収益）×１００

 　 (8) 繰入金比率（％）＝収益的収入に属する他会計繰入金（又は資本的収入に属する他会計繰入金）／収益的収入（又は資本的収入）×１００

　２　上記指標のうち「料金回収率」は、水道事業（簡易水道事業を含む）、工業用水道事業及び下水道事業（下水道事業にあっては使用料回収率）について記載すること。

 　 (1) 水道事業、工業用水道事業に係る料金回収率の算出方法

 　　 ・料金回収率（％）＝供給単価※1／給水原価※2×１００

　　　  ※1 供給単価（円／㎥）＝給水収益／年間総有収水量(工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　  ※2 給水原価（円／㎥）＝（経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金(水道事業のみ))）／年間総有収水量（工業用水道事業にあっては料金算定に係るもの）

　　　　　　但し、簡易水道事業については下記によるものとする。

　　　　　　ア　地方公営企業法適用企業の場合＝（経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費＋基準内繰入金＋減価償却費）＋企業債償還金）／年間総有収水量

　　　　　　イ　地方公営企業法非適用企業の場合＝（総費用－（受託工事費＋基準内繰入金）＋地方債償還金）／年間総有収水量

 　 (2) 下水道事業に係る使用料回収率の算出方法

 　　 ・使用料回収率（％）＝使用料収入／汚水処理費×１００

(単位：％)
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（４）収支見通し策定の前提条件

なし

　注１　収支見通しを策定するに当たって、前提として用いた各種仮定（前提条件）について、各区分に従い、それぞれその具体的な考え方を記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

条件項目

１　料金設定の考え方、料金収入の見込み

平成17年10月１日に、鴻巣市・吹上町・川里町で合併し、３市町それぞれの料金体系であったものを20年4月に統一した。新料金体系の設定方針としては、収益
的収支で実績程度の黒字が得られるような（案）を設定し、その結果現料金に対して０．６％のアップと見込んだ。しかし、平成20年度以降の実績を見る限り料金
統一による平均改定率はほぼゼロ％であったと考えられる。このようなことから、今後の給水収益の推移を注視しながら、より一層の民間委託の推進、経費節
減に努める。

営業費用については、平成２０年４月の料金統一に伴い経営の合理化を図り、事務所を３カ所から１カ所に統合するなどして人件費の削減を図る
事を前提とした。また、平成１９年度から浄水場の運転管理等において、委託業務の範囲を拡大したため委託費の増を見込んだ。これらにより、
料金担当や浄水場担当の職員は減員となるが、経営課題ともしている施設の老朽化に伴う改修及び石綿管セメントの布設替等の事業が今後計
画的に盛り込まれており事務量がかなり増えるため、施設関係の職員増を見込んだ。また、平成２１年度から料金業務の民間への全部委託開始
による職員数の削減を見込んだ。建設改良費については、鴻巣市水道事業会計基本計画（平成１９年３月策定）に基づき計上した。また、建設改
良費の増により、固定資産減価償却費が、平成１８年度を基準とすると、年々増加し平成２３年度には約５千万円の増となり、営業費用が増と
なっている要因でもある。

４　その他収支見通し策定に当たって前提
　としたもの

２　他会計繰入金の見込み

３　大規模投資の有無、資産売却等による
　収入の見込み

収支見通し策定に当たっての考え方（前提条件）

現状 (繰出基準に基づくもの）



Ⅳ　経営健全化に関する施策

○　指定管理者制度の活用等民間委託の
推進やＰＦＩの活用

◇　技能労務職員に相当する職種に
従事する職員等の給与のあり方

◇　退職時特昇等退職手当のあり方

◇　福利厚生事業のあり方

２　物件費の削減、指定管理者制度の活用等
民間委託の推進やＰＦＩの活用等

○　維持管理費等の縮減その他経営効率
化に向けた取組

指定管理者制度については、平成１８年４月に２２施設で実施、その後、平成１９年４月に４施設、１０月に２施設で導入する。平成２０年４月には、２１施設で導入予定。
、平成２０年４月に２２施設、平成２１年４月に８施設、平成２３年４月に２施設で実施した。
ＰＦＩの活用については、現在検討中。
なお、平成21年度から料金業務については民間への全部委託を実施している。

項　　　　目

課題②③

具　体　的　内　容

課題②
１　行革推進法を上回る職員数の純減や人件
費の総額の削減

○　地方公務員の職員数の純減の状況

○　給与のあり方

◇　国家公務員の給与構造改革を踏
まえた給与構造の見直し、地域手当
のあり方

効率的な組織の見直しを図るとともに、事務の合理化を徹底し、事務所の統合を図り施設の維持管理費の削減を図る。また、鴻巣市予算編成方針において、臨時職員は職員
課へ要望書を提出し、認められた場合のみ可としている。また、旅費については、できるだけ公用車乗り合せでの出張を原則として、最小限の旅費としている。県内日当につい
ては、平成１５年度に廃止。修繕費については、必要最小限なもののみ可とし、食糧費及び参加者記念品は不可としている。委託料は、一括して入札できるものは積極的に実
施する。備品購入費は、原則新規購入を認めない。その他備消耗品の再利用、光熱水費の節約節電に努める。

平成１７年１０月1日に1市２町（鴻巣市・吹上町・川里町）の合併により、職員が８８０人になった。合併後１０年間で、職員数を約２００人削減することを目指している。
鴻巣市定員適正化計画（平成１８年３月策定）ではに基づき、職員の削減に取り組んできた結果、平成２２年４月１日現在の職員数は計画目標である８０１人に対し、７７１人となり、
計画を上回る成果を得た。を目標としている。
今後においては、第２次鴻巣市定員適正化計画（平成２２年６月策定）に基づき、採用の抑制を図るとともに、公務能率を向上することにより、平成２７年４月１日現在の職員数
目標を７００人としている。なお、平成２４年４月１日現在の職員数は７３４人となっている。
新市建設計画に基づき、新規採用職員を退職者数の１/２、採用上限１０人とし、職員数の抑制を図る。

福利厚生事業は、会費（職員の給料月額の３/1,000）を主な歳入とする職員親睦会の下、実施している。

勧奨退職者に対する退職時特別昇給制度は廃止に向けた早期の見直しを実施する。
勧奨退職者に対する退職時特別昇給制度は平成23年度から廃止に向け協議中。

鴻巣市定員適正化計画では、サービスの維持向上に留意し、現業部門の委託化を進めるとしている。
なお、今後の技能労務職員の採用計画はない。
また、給与等の見直しに向けた取り組み方針については、平成20年度7月に策定を行い、ホームページにおいて公表済。
また、給与等の見直しに向けた取組方針については、平成20年2月までに策定を行い、平成20年3月にホームページにおいて公表することとしている。

平成19年4月給与構造の見直しを実施済み。
地域手当については、国基準である３％を支給済み。
地域手当については、制度完成年度の平成22年度において、国基準である３％支給の条例が制定済み。
地域手当については、平成19年度は6.5％で、平成20年度は6％、平成21年度は5％にする予定。
なお、それ以降も国の基準をふまえて、地域手当のあり方について継続して見直しを図ることとする。



Ⅳ　経営健全化に関する施策（つづき）

③
　注１　上記区分に応じ、「Ⅱ 財務状況の分析」の「経営課題」に掲げた各課題に対応する施策を具体的に記入すること。その際、どの課題に対応する施策か明らかとなるよう、Ⅱに付した

　　　課題番号を引用しつつ、記入すること。

　　２　上記に記入した各種施策のうち、当該取組の効果として改善額の算出が可能な項目については、「Ⅴ 繰上償還に伴う経営改革効果」の「年度別目標等」にその改善額を記入すること。

　　　なお、当該改善額が対前年度との比較により算出できない項目（資産売却収入・工事コスト縮減など）については、当該改善額の算出方法も併せて上記各欄に記入すること。

　　３　必要に応じて行を追加して記入すること。

○　行政評価の導入

５　その他

○　料金水準が著しく低い団体にあって
は、コスト等に見合った適正な料金水準
への引き上げに向けた取組

項　　　　目

３　コスト等に見合った適正な料金水準
への引上げ、売却可能資産の処分等による歳
入の確保

○　経営健全化や財務状況に関する情報
公開

４　経営健全化や財務状況に関する情報公開
の推進と行政評価の導入

課題①平成１７年１０月１日に鴻巣市・吹上町・川里町が合併したことにより３地域それぞれの料金体系であるものを統一するにあたり、「鴻巣市
水道事業基本計画」（平成１９年度～３２年度）を基に建設投資の適切な選択をし収益的収支で実績程度の黒字が得られるような（案）を設定し
料金の適正化を図る。
課題④建設投資については、石綿セメント管の布設替・老朽化している浄水場施設の改修等が急務であるが、実施にあたり、布設替について
は、状況に応じた「浅層埋設」等の配管の工法の取り入れ、砕石・粒調砕石の再利用等に努め経費の削減を図る。また、浄水施設の改修につい
ては、更新は出来るだけ行わず補強とする。
課題③臨時職員の採用の見直しを行い経費の削減を図る。

決算及び経営状況について、市広報・ホームページに掲載している。

平成１９年度から本格的に行政評価システムを導入し、予算との連携を図り、約１０００９００事業を３３施策に集約、事務事業の効率的な執行、
縮小及び削減等を実施している。

具　体　的　内　容



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果
１　主な課題と取組み及び目標

　注１　上記各項目には、Ⅱで採り上げた経営課題に対応する取組としてⅣに掲げた経営健全化に関する施策のうち、それぞれ各項目に該当するものについて、その対応関係が分かるように記入すること。

　　２　必要に応じて行を追加して記入すること。

２　年度別目標等　　※ 次頁以下（１）から（５）までの各事業別様式を参考に、以下の考え方に沿って策定すること。

（各事業共通留意事項）

　１．次頁以下の各事業別様式は、「年度別目標」を策定するに当たって参考となるよう例示的な様式を示したものであり、２に掲げた項目以外は必ずしも全ての項目に記入を要するものではなく、各団体の各事業の

　　状況にあわせて記入可能な項目のみ記入し又は独自の取組に応じた項目を立てて記入することは差し支えないものであること。

　２．各事業別様式は参考例示ではあるが、各様式中の「目標又は実績」欄の項目のうち、職員数、行政管理経費（人件費、物件費、維持補修費等）に該当する項目並びに累積欠損金比率及び企業債現在高は、年度別

　　目標策定に際して必須項目とされているので漏れがないよう留意すること。なお、これらの項目のうち、職員数、行政管理経費については、各団体(事業)の取組状況に応じて、適宜、細分化（例：職員数→職種別

　　に区分、正職員と臨時職員とを分離計上等）することは差し支えないこと。

　３．「目標又は実績」欄の項目中、「職員数」については、前年度との比較によりその増減数を各年度の「増減数」欄に計上するとともに、計画期間中の「増減数」の合計は「計画合計」欄に計上し、計画前５年間

　　の「増減数」の合計は「計画前５年間実績」欄に計上すること。

　４．「目標又は実績」欄の項目の見直し施策実施に係る「改善額」は、原則として、当該見直し施策実施年度の前年度との比較により算出し、その改善効果がその後も継続するものとして、その後の各年度の改善額

　　を計上すること。

　５．４による「改善額」が対前年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目（資産売却益、工事コスト縮減等）については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」

　　欄に計上すること。またその場合の改善額の算出方法について、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。

　６．計画期間中に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画合計」欄に計上すること。また、計画前５年間に実施した見直し施策に係る「改善額」の合計については「計画前５年間実績」欄に

　　計上すること。

　７．「改善額　合計」欄及び「計画前５年間改善額　合計」欄には、それぞれの期間に係る人件費（退職手当以外の職員給与費）その他改善額を計上することが可能なものの合計（「計画合計」及び「計画前５年間

　　実績」それぞれの合計）を記入すること。その際、同一項目に係る内訳に相当するもの等を重複計上することのないよう留意すること。

　８．「(参考) 補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額（補償金免除(見込)額）であり、Ⅰの「５ 繰上償還希望額等」に記入した「旧資金

　　運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること。

　９．以上の他、各事業別様式において、記入を求められている経営指標その他の項目等については各事業別様式の指示（留意事項）に従うこと。

　10．必要に応じて行を追加して記入すること。

建設投資については、石綿セメント管の布設替・老朽化している浄水場施設の改修等が急務であり、かなりの増額で計上しているが、実施にあたり布設替につい
ては状況に応じた「浅層埋設」等の配管工法の取り入れ、砕石・粒調砕石の再利用等に努め経費の削減を図る。また、浄水場施設の整備ついては、更新は出来る
だけ行わず補強修繕とする。今後の建設改良は計画的に実施し無駄な投資を行わず、費用の削減に努めることとしている。また、建設改良事業の実施に伴い固定
資産の減価償却費が営業費用として計上されるため経営改革の取組みが費用の削減にみえていない要因でもある。

課　題

１　職員数の純減や人件費の総額の削減

２　経営効率化や料金適正化による繰越欠損金の解消等

３　一般会計等からの基準外繰出しの解消等

４　その他

取　組　み　及　び　目　標

平成21年度から料金業務の民間への全部委託を導入したことなどにより、職員数及び人件費の削減を図っている。

合併により３市町それぞれの料金体系であったものを２０年４月に統一した。新料金体系の設定方針としては、収益的収支で実績程度の黒字が得られるような
（案）を設定した。経営の合理化の推進により、平成２１年度から料金徴収業務の民間への全部委託の導入、また、浄水場の運転管理業務においても民間委託の
範囲を拡大し職員の削減を図った。しかし、経営課題となっている施設の老朽化に伴う改修と石綿セメント管の布設替等、今後の課題が山積みとなっているた
め、建設事業に携わる職員の増が必要である。

基準外繰出しはなし。



Ⅴ　繰上償還に伴う経営改革促進効果（つづき）
２　年度別目標等
（１）水道事業
　　①　年度別目標 （単位：百万円、％）

平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

2 0.60%

 改善額（料金の適正化）※１ 0 0 0 0 0 0 0 （0）12 （0）12 （0）12 （0）12 （0）48

 改 善 額

 改 善 額（負担金の確保等）

 改 善 額（収入増額）

 改 善 額

1

281 255 242 245 243 （251）250 （233）226 （179）226 （161）226 （157）226

0 26 39 36 38 139 （-8）-7 （10）17 （64）17 （82）17 （86）17 （234）61

167 154 144 143 141 （142）144 （127）131 （102）131 （91）131 （88）131

 改 善 額 0 13 23 24 26 86 （-1）-3 （14）10 （39）10 （50）10 （53）10 （155）37

114 101 98 102 102 （109）106 （106）95 （77）95 （70）95 （69）95

 改 善 額 0 13 16 12 12 53 （-7）-4 （-4）7 （25）7 （32）7 （33）7 （79）24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 39 36 34 36

年度途中１名減補充
なしの為決算統計数
値は33（定員数は
34）

34 （31）31 （25）31 （23）31 （22）31

0 -3 -2 2 -3 -6 1 （-2）-2 （-8）-2 （-10）-2 （-11）-2 （-30）-7

2 事務所の統合

 改 善 額（適正化） 0 0 0 0 0 0 0 (1)1 (1)1 (1)1 (1)1 (4)4

 改 善 額（縮減額）

 改 善 額（縮減額）

2 3 3 3 3 3 3 （1）0 0 0 0

 改 善 額 0 0 0 0 0 0 0 （2）3 (3)3 (3)3 (3)3 （11）12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,427 3,942 3,537 3,367 3,178 （2,616）2,615 2,467 （2,347）2,350 （2,222）2,225 （2,098）2,100

0 -485 -890 -1,060 -1,249 （-562）-563 -711 （-831）-828 （-956）-953 （-1,080）-1,078

　注１　「課題」欄については、「１　主な課題と取組み及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。 139 （249）125

44

　　４　必要に応じて行を追加して記入すること。また、会計規模により必要に応じて単位を百万円から千円に変更することも可とするが、「改善額合計」を算出する際の単位誤り、誤計上(重複計上等)がないよう留意すること。

②　経営状況
平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）
（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

 給水人口　　　　　（千人） 120 120 120 120 120 120 (120) 121 121 (120) 121 (120) 121

 年間総有収水量　　（千㎥） 12,954 12,819 12,946 12,905 12,790 （12,815）12,890 （12,627）13,036 (12,492)13,059 (12,637)13,069 (12,374)13,056

 公称施設能力　　（㎥／日） 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 (63,300)65,500 (63,300)65,500 (63,300)65,500

 １日最大配水量　（㎥／日） 46,153 43,588 45,466 41,831 42,373 （42,410）45,200 （41,784）45,300 (43,918)45,300 (41,918)45,300 (41,489)45,200

 最大稼働率　　　　（％） 70.5 66.6 69.4 63.9 64.7 （64.7）69.0 (63.8) 69.2 (69.4) 69.2 (66.2) 69.2 (65.5) 69.0

 供給単価　　　　（円／㎥） 157.2 156.8 156.9 157.77 157.96 （157.84）158.0 （157.80）159.0 （158.27）159.0 （158.57）159.0 （157.95）159.2

 給水原価　　　　（円／㎥） 157.4 154.2 155.7 153.06 153.06 （153.13）155.4 （155.76）147.7 （151.85）148.0 （152.17）148.4 （156.04）147.1

③　簡易水道事業の統合に係る基本方針
　注　「統合計画の概要・実施スケジュール」又は少なくとも「検討体制・実施スケジュール、検討の方向性、結論をとりまとめる時期」を具体的に記載すること。

その他（臨時職員削減）

工事コスト※２

維持管理費等

　　２　※１「改善額（料金の適正化）」については、「料金改定に伴う料金増収額」を記入すること。
　　　　※２「工事コスト」については、工法の見直し等による建設コストの縮減（建設改良費の抑制は除く。）を記入すること。
　　３　改善額の算出方法については、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に併せて記入すること。

　改 善 額　　合　計

（参考）補償金免除額

計画前５年間改善額　合計

工事コスト※２

　職員給与費（退職手当）

目標又は実績
計画前５年間

実　績

給与水準

料金改定率

職員給与費の適正化

その他（　手当等　　　　）

【収入の確保】

一般会計負担金の額

その他（　　　　　　）

【経費の削減】

　職員給与費（退職手当以外）

 改 善 額

資産の有効活用

課　題 計画合計

未収金の徴収対策

職員数             (人)

 増 減 数          (人)

企業債現在高

累積欠損金比率

増　減

増　減


